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１ 指導監督業務の適切な実施について 

 

介護サービス事業者（以下「事業者」という。）に対する指導監督業務については、高

齢者の尊厳を保持し良質なケアが提供される体制を継続させること及び高齢者への虐待

を防止することにより、介護保険制度への信頼性を維持し、制度の持続可能性を高めるた

めの重要な役割の一翼を担っています。 

介護保険制度の創設以来、介護サービス事業所・施設（以下「事業所」という。）が増

加するとともに、制度改正に伴う介護サービスの種類や各種加算等の充実、高齢者向け集

合住宅に居宅サービス事業所が併設された事業形態の増加や高齢者虐待事案の増加など、

指導監督業務に関わる環境は変化しており、これらに対し適切に対応していく必要があ

ります。 

このような状況の中、利用者の自立支援及び尊厳の保持を図るためには、指導監督業

務における集団指導や実地指導のより効果的かつ効率的な実施及び指定基準違反や介護

報酬請求に不正が疑われる場合等に行う監査の適時適切な実施が求められます。 

各自治体においては、指導監督業務の目的を踏まえ、以下の事項に留意の上、業務に

あたっていただくようお願いします。 

 

（１）介護保険施設等指導指針及び実地指導マニュアルの改正について 

介護分野の文書に係る負担軽減の実現に向け、国、指定権者・保険者及び事業者が

協働して検討する場として社会保障審議会介護保険部会に設置された「介護分野の文

書に係る負担軽減に関する専門委員会」において、介護保険施設等の実地指導につい

て「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針を踏まえた、実

地指導マニュアルの改訂を行い、更なる標準化・効率化に資する取り組みを推進する

とともに、指導形態を見直し、事業所の運営状況により実施頻度についてメリハリを

つける。」との対応が示されたことから、介護保険施設等に対する実地指導の実施方

法等について所要の見直しを行い、介護保険施設等指導指針を本年度中に改正する予

定です。 

   主な見直し内容は以下のとおりです。 
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（介護保険施設等指導指針の主な見直しの内容） 

○実地指導について指導形態を次の①、②及び③とする。 

①介護サービスの実施状況指導（個別サービスの質（施設・設備や利用者等に対す

るサービスの提供状況を含む）に関する指導） 

②最低基準等運営体制指導(運営基準等に規定する運営体制に関する指導) 

③報酬請求指導（加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導） 

上記のうち、施設・設備や利用者等の状況以外の実地でなくても確認できる内容（上

記②、③）については、介護保険施設等の負担増にならないよう十分配慮し、情報セ

キュリティの確保を前提として、オンライン会議システム等を活用することが可能で

ある旨を明記する。 

なお、このことにより、実地指導の名称を「運営指導」に改める。 

○運営指導の実施頻度については、原則、指定等の有効期間（６年）内に少なくとも

１回以上とする。なお、施設サービス・居住系サービスについては、現行での実施

状況等を踏まえ３年に１回以上の頻度で実施することが望ましいこととする。 

○運営指導の標準化・効率化を推進する観点から、以下について明記する。 

・標準的な確認すべき項目・文書による実施 

・標準化・効率化により所要時間の短縮 

・同一所在地や関連する法律に基づく指導・監査の同時実施 

・確認する書類等の対象期間の限定 

・電磁的記録により管理されている書類等のディスプレイ上での内容確認 

・事務受託法人の活用 

その他、介護保険施設等実地指導マニュアル（平成 22 年３月改定版）について

も、介護保険施設等指導指針の改正内容と整合を図り、運営指導の標準化・効率化の

推進に資する内容として改正する予定です。 

 

（２）実地指導（改正後は運営指導）の実施 

令和２年度の自治体の実地指導の実施率は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響

があり３０．１万か所の事業所（令和２年４月１日現在）に対して、全国平均で６．

９％となっており、低調な状況です。 
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「実地指導の標準化・効率化等の運用指針」※（以下「標準化・効率化指針」とい

う。）では「標準確認項目」及び「標準確認文書」を定め、実地指導における効率化

を図り、事業所側・行政機関側双方の事務負担を減らすことを目指してきたところで

すが、今般、これらの内容を介護保険施設等指導指針及び介護保険施設等実地指導マ

ニュアルに盛り込み改めて周知する予定です。各自治体におかれては、改正後の同指

針及び同マニュアルに基づき、運営指導の標準化・効率化の観点から、より一層積極

的な運営指導の実施をお願いします。特に指定の有効期間内に１回も運営指導を受け

ていない事業所に対しては、事業所の基準違反等の未然防止を念頭に、サービスの質

の確保及び利用者保護のため積極的に実施願います。 

※「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」（令

和元年５月 29 日付け老指発 0529 第１号厚生労働省老健局総務課介護保険指導

室長通知） 

なお、感染症の感染拡大等により実地での指導が困難となった場合には、実地を伴

う施設・設備や利用者等の状況に関する指導の実施は延期し、それ以外の実地でなく

ても確認できる指導については、介護保険施設等の負担増にならないよう十分配慮し、

情報セキュリティの確保を前提として、オンライン会議システム等を活用する等によ

り別途実施することも可能であることから状況に応じ検討願います。 

 また、運営指導は介護給付等対象サービスの取扱いや介護報酬の請求に関する周知

の徹底を図ることにより介護保険施設等を支援し、自ら基準等を守り適正かつ質の高

いサービスを提供することができるよう介護保険施設等の育成を図るものであり、介

護保険法第 23 条又は第 24 条に基づく権限を行使した結果を基に行う行政手続法（平

成 5 年法律第 88 号）第 32 条による行政指導に該当することから、あくまで相手方の

任意の協力の下に行われるもので強制することはできないことに留意願います。よっ

て、著しい基準違反や介護報酬の不正請求等が認められた場合やその疑いがある場合

には、直ちに監査に変更し、事実関係を調査し、必要に応じて行政上の措置を講じら

れますようお願いします。 
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（３）集団指導等の実施 

集団指導は、事業者が適正なサービス提供を行うために遵守すべき制度内容の周知

徹底等を図るものであるため、毎年１回以上、所管する全ての事業所を対象に実施願

います。 

集団指導の内容については、 

・運営指導や監査における指摘事項 

・行政処分を行った事業所がある場合には、処分の原因となった不正の概要やその

要因 

等について分析を行い、注意喚起を図るなど、介護保険制度の理解やサービスの質の

向上を促すとともに、不適切な身体的拘束や高齢者虐待事案等の発生の未然防止や運

営指導の効率化等に資するよう、運営指導を行う前提として制度等の周知を徹底する

必要があるため、その内容や実施方法について工夫願います。 

なお、感染症の感染拡大等により事業者に対する個別の指導が困難となる場合があ

るため、事業者が適正な事業運営を行う上で必要な情報を確実に提供する集団指導の

役割が重要となります。そのためには、集合形式による指導方法に限らず、オンライ

ン等を活用した方法も含めて検討し実施願います。なお、集団指導の実施にあたって

は、資料の配付や自治体ホームページへの掲載のみならず、事業者の参加状況や資料

の閲覧状況等を確実に把握するとともに、アンケート等による指導後の効果の把握や

別途質疑応答の機会を設ける等、行政機関側からの一方的な説明のみに終始しないよ

う効果的な方法を工夫願います。 

さらに、労働関係法令違反が事業所の指定拒否や取消等の事由となる場合もあるこ

となどから、集団指導の実施に当たり、都道府県労働局に情報提供の上、当該都道府

県労働局の職員から労働関係法令について周知する時間を設けるなどの対応をお願い

します。 

このほか、事業開始時から指定基準や報酬請求に関する理解が不十分であること等

により行政処分の対象となる事例も見られるため、指定時における説明会の開催や、

新規指定後の事業者を対象にした指導も検討願います。 

なお、小規模な自治体等、単独の自治体のみで集団指導を行うことが困難な場合や

非効率な場合は、複数自治体の合同による集団指導の実施や、都道府県が都道府県内
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で共通の資料を作成し支援する等、地域の実情に応じ効果的かつ効率的な対応を検討

願います。 

 

（４）不正事案等における厳正な対応 

事業者に対する指導監督業務について、具体的には「介護保険施設等の指導監督に

ついて」（平成 18 年 10 月 23 日付け老発第 1023001 号厚生労働省老健局長通知）に

おいて、「介護保険施設等指導指針」及び「介護保険施設等監査指針」をお示ししてお

り、各自治体においては、これらを参考に実施要綱等を策定の上実施していることと

承知していますが、今般、両指針の改正を予定していることから、改めて、各自治体

で策定している実施要綱等についてこれに準じた改正を行っていただきますようお願

いします。 

介護保険施設等指導指針は、事業者が行うサービスの質の確保・向上を図ることを

主眼とし、自ら法令等を遵守する事業者の育成を目指す「指導」について、一方、介

護保険施設等監査指針は、指定基準違反や不正請求等が疑われる場合に指定基準や報

酬請求の内容等について挙証資料等をもとに事実関係を把握するため介護保険法第５

章に定められた立入検査等の権限を行使する「監査」についてお示ししており、「指導」

と「監査」を明確に区別しています。 

特に監査は、その結果によっては行政手続法に基づく不利益処分を伴うことが想定

されることから、的確な事実関係の把握及び適切な手続きにより実施することが求め

られます。また、このような監査の権限は、犯罪捜査のために認められたものではな

いことに留意願います。 

各自治体においては、通報、苦情等により、不正が疑われる事案を把握した場合に

は、的確に監査を行い、不正が確認された場合には、指定取消や指定の効力停止等の

行政上の措置について厳正な対応をお願いします。 

毎年度、運営基準違反や介護報酬の不正請求、利用者への虐待行為等により、指定

取消等の処分が行われていますが、こうした事案は、利用者に著しい不利益が生じる

のみならず、介護保険制度全体の信頼を損なわせるものでもあります。とりわけ高齢

者虐待は、利用者の尊厳を踏みにじる極めて重大な問題であることから、介護保険施

設等監査指針の改正により、監査を行う契機として、高齢者虐待及び介護保険法に基
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づく人格尊重義務違反について明記します。 

監査の結果に基づき指定取消等の処分を行った際には、利用者保護の観点から、代

替事業者によるサービスの継続的利用が可能となるよう、関係自治体や居宅介護支援

事業所等とも連携して、当該事業者に対して受け入れ先の確保を図るよう指導願いま

す。 

また、居宅サービス事業所において不正があった場合、給付管理を行っていた居宅

介護支援事業所で不正の幇助が確認され、指定取消等の処分が行われる事案も見受け

られます。 

このため、各市町村等においては、不正があった居宅サービス事業所の利用者の給

付管理を行っていた居宅介護支援事業所において、給付管理上の問題やサービス提供

に係るマネジメント上の問題がなかったか、運営指導や必要に応じて監査を実施して

確認いただくようお願いします。 

なお、最近の行政処分等に関する全国的な傾向については、資料を後掲しているの

で参考にしてください。 

 

（５）老人福祉法に基づく老人福祉施設に対する監査について 

「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」（平成 26 年４月 30 日地方分権改革

推進本部決定）に基づく平成 30 年地方からの提案募集による社会福祉法人が経営する

社会福祉施設への施設監査（一般監査）周期の見直しについては、「介護分野の文書に

係る負担軽減に関する専門委員会」での議論を踏まえ関係通知の見直しを行い、先般、

「老人福祉施設に係る指導監査について（通知）」（令和３年 11 月 15 日付け老発 1115

第４号厚生労働省老健局長通知）を発出しています。 

改正の概要は、以下のとおりです。 

（老人福祉施設指導監査指針の改正概要） 

〇一般監査の実施頻度等の変更 

・社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 56 条に基づく社会福祉法人に対する一般

監査の実施頻度（原則、３年に１回）との整合を図り、毎年１回の実施から原則と

して３年に１回の頻度で実施へ改正 

・書面による一般監査の規定の廃止 
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・指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホームに限り認められていた一般監査

の省略規定の廃止 

〇効率的な指導監査の実施 

・介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設

である特別養護老人ホーム、指定特定施設入居者生活介護事業所又は指定地域密

着型特定施設入居者生活介護事業所である養護老人ホーム（以下、「介護老人福祉

施設等」という。）に対する一般監査は、介護保険施設等指導指針に基づく指導と

併せて実施できることとし、その対象となる施設等が同一所在地や近隣に所在す

る場合は、自治体の担当部署間で調整を行い、施設を運営する法人の状況を踏ま

え同日又は連続した日程で全体の実施計画を策定するよう検討することを明記 

〇特別監査の契機となる事由の追加 

・令和３年における「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」（昭和 41 年厚

生省令第 19 号）及び「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」（平成

11 年厚生省令第 46 号）の改正において、新たに「虐待の防止」に関する規定が

定められたことから、特別監査を実施する事由として「高齢者虐待の疑いがある

とき」を追加 

〇一般監査における確認項目及び確認文書の設定 

・一般監査における事務負担の軽減・効率化及び介護保険施設等に対する指導方法

等との整合性を図るため「主眼事項及び着眼点」を廃止し「標準化・効率化指針」

の標準確認項目・標準確認文書との整合を図り、新たに「確認項目及び確認文書」

を設定 

なお、一般監査の実施方法については、介護保険施設等指導指針の見直し（オンライ

ン会議システム等の活用等）と整合を図るための改正を予定していることを申し添えま

す。 

老人福祉施設等に対する監査の実施にあたっては、当該局長通知の改正の趣旨を踏

まえ、一般監査については標準化・効率化の推進を図るとともに、特別監査については

高齢者虐待を含めて運営上に問題がある場合に適切な実施をお願いします。 
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（６）サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等における過剰なサービス提

供について 

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等（以下、「高齢者向け住まい

等」という。）は、高齢者の多様な住まいのニーズの受け皿として重要な役割を果たし

ている一方で、併設する介護事業所の一部には過剰なサービスを提供する等様々な課

題も指摘されています。 

さらに、令和３年度介護報酬改定に向け、社会保障審議会介護給付費分科会におい

てとりまとめられた審議報告において、高齢者向け住まい等における適正なサービス

提供を確保するため、介護保険サービスが入居者の自立支援や重度化防止につながっ

ているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底

を図ることとされました。 

これを踏まえて、「高齢者向け住まい等における適正なサービス提供確保のための更

なる指導の徹底について」（令和３年３月 18 日付け老指発 0318 第１号、老高発 0318

第１号、老認発 0318 第１号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長、高齢者支援課

長、認知症施策・地域介護推進課長連名通知）が発出され、①高齢者向け住まい等にお

ける家賃等入居契約内容の確認やケアプランの点検・検証、②区分支給限度基準額の

利用割合が高い居宅介護支援事業所のケアプランの優先的な点検・検証をお願いする

とともに、高齢者向け住まい等に併設する事業所に対する実地指導を併せて実施する

場合には、指導体制整備を支援する「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事

業」（予算補助事業）が活用できる旨の周知を行ったところです。 

ついては、これらの事業所に対する重点的な指導が推進されるよう、「高齢者向け集

合住宅関連事業所指導強化推進事業」を令和４年度予算(案)に引き続き計上しているの

で、本事業の積極的な活用について検討をお願いします。 

〔事業概要〕 

・高齢者向け住まい等の入居者に介護サービスを提供している事業所に対して重点

的に実地での指導を行う場合に、介護支援専門員等の雇上経費及び旅費等に要す

る経費を補助 

・事業の一部を指定都道府県事務受託法人（介護保険法第 24 条の３第１項第１号又

は指定市町村事務受託法人（同法第 24 条の２第１項第１号）へ委託することは
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可能 

・補助基準額は、１自治体あたり次の表のとおり実地での指導を行う集合住宅関連

事業所数ごとの上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。     

１ 集合住宅数 ２ 集合住宅関連事業所数 ３ 補助額上限 

５箇所以上 

５以上 19 事業所以下 ２，５００千円 

20 以上 29 事業所以下 ４，５００千円 

30 事業所以上 ６，０００千円 

    

（７）指導監督の実施における留意点について 

① 関係自治体等との連携 

地域密着型サービスについては複数の市町村が指定している場合があるほか、居

宅介護支援事業所の指定権限が市町村に移譲されて以降、サービス提供を行う事業

所と給付管理を行う居宅介護支援事業所の指定権者が異なる場合が出てくるなど、

複数の自治体が合同で運営指導や監査を行って不正事案等に対応することが、これ

まで以上に求められます。 

また、事業所で不正等が判明した場合には、同一の事業者が運営する他事業所や介

護サービス以外の保険福祉サービスにおいて不正等が疑われることもあります。 

このため、必要に応じて関係自治体や医療、障害福祉、生活保護等の関係部局と運

営指導や監査の実施結果等について情報共有を図るなど、十分な連携を図っていた

だきますようお願いします。 

 

② 都道府県の役割 

都道府県は介護保険法第 197 条第３項及び地方自治法第 245 条の４の規定に基づ

き、市町村（指定都市及び中核市を除く。）が行う事業者に係る指定及び指導監督

等の事務に関して、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができるとされ

ており、上記①における連携において都道府県は積極的にその役割を果たすことが

期待されています。 

ついては、「市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等

の事務にかかる指導監督について」（平成 27 年３月 10 付け老発 0310 第２号厚生
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労働省老健局長通知）別添「市町村指導実施指針」により市町村に対する指導方法

等をお示ししているので、これを参考とし、適宜、市町村に対する助言等をお願い

します。   

③ 非常災害対策及び感染症対策について 

非常災害への対応については、事業所の利用者には自力での避難が困難な方も含

まれている場合があることから、集団指導等において、利用者の安全確保及び非常

災害時の体制整備について徹底するようお願いします。また、運営指導において、

事業所が所在する地域の環境を踏まえた非常災害対策計画の策定や避難訓練が行わ

れているか確認し、必要に応じた助言等をお願いします。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を含めた感染症対策については、

その予防やまん延防止策について、保健所等の衛生部局との連携を図り、集団指導

等において、必要な情報等を提供するとともに、必要に応じた助言等をお願いしま

す。 

④ その他 

昨今、セクシャル・マイノリティの人権に関しての報道等が取り上げられること

が多くあり、人格を尊重する点においては、高齢者虐待はもとより、「ＬＧＢＴ」

（※）といった性的指向・性自認を持つ方に対しても配慮するよう、介護保険施設

等の指導に際しては、介護保険法、指定基準の規定を踏まえ、利用者の意思・人格

を尊重したサービス提供に努められるよう、指導の徹底をお願いします。 

※ＬＧＢＴ…レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー 

 

（８）指導監督等担当職員等研修の実施について 

指導監督業務については、自治体間における指導内容の差異等が指摘されているほ

か、限られた人的資源の制約の中で効率的・効果的に実施していくことが求められて

いるため、従来から自治体指導監督業務に携わる担当職員の資質向上を図るための集

合研修を開催してきたところです。 

昨年度からは、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等の観点から、暫定措置と

してＷｅｂ上での動画配信により実施してきたところですが、過去２年間の実施状況

から「全ての自治体が、毎年受講できること」や「担当職員が日常業務を継続しなが
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ら受講が可能であること」等により受講者の増加、習熟度向上の相乗効果が見られる

ことから、今後とも同様の実施方法を継続することとします。 

令和４年度の研修については、Ｗｅｂ上での動画配信による実施以外に、他の自治

体の職員との意見交換等を希望する意見を踏まえ、遠隔会議システムを活用した研修

を追加して実施することを予定しており、詳細が決まり次第お知らせするので、その

際は、担当職員等の研修受講機会の確保並びに研修受講が完了できるよう、業務の一

環として必要な時間や環境（場所・機材等）の確保について、ご配慮願います。 
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２．事業者の業務管理体制に関する監督について 

 

介護保険法においては、法令等遵守の義務の履行を確保し、指定取消事案等の不正行為

を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るため、業務管理

体制の整備を事業者に義務付けています。 

事業者が、質の高いサービスを提供していくためには、とりわけ法人役員、法令遵守責

任者及び各事業所の管理者が、自ら法令等遵守の重要性について認識を深め、率先して改

善を図っていくことが重要です。 

各自治体においては、業務管理体制の整備を義務付けた趣旨を改めて確認いただき、事

業者に対する適切な助言等をお願いします。 

 

（１）業務管理体制に関する届出事務等の適正な実施について 

業務管理体制整備に関する届出は、介護保険事業に新たに参入したとき、届出事項

に変更が生じたとき又は届出先の区分に変更が生じたときは、事業者が遅滞なく行う

こととしています。 

しかしながら、監督権限のある都道府県及び市町村（以下「監督権者」という。）

に対して、事業者から届出が未届けとなっているにもかかわらず、届出書の提出指導

をしていない状況が一部の監督権者において見受けられます。 

監督権者においては、事業所の指定権者である各自治体と連携し、新規指定申請時、

指定更新時、集団指導、運営指導といった事業者と接する機会を捉えて、制度の周知

や届出が未届けとなっている事業者に届出書の提出を指導するなど、届出受理業務に

遺漏のないよう対応をお願いします。当然のことではありますが、業務管理体制整備

に関する届出が行われていないことは法令違反であることを認識の上、指導願います。 

また、届出を受け監督権限のある事業者数と業務管理体制データ管理システム（以

下「管理システム」という。）での事業者数に相違がある自治体が見受けられること

から、新規参入時の登録及び変更事項については、その都度、遅滞なく入力を行い、

相違が生じないよう確認をお願いします。 

併せて、指定事業所データについては、各都道府県で指定介護事業所のデータを管

理している事業所台帳システムから介護保険事業者・介護支援専門員管理システム（以
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下「ケアマネシステム」という。） を通じて管理システムへ取り込むことで介護事業

者の届出と指定事業所を関連付けることにより、適切な運用ができることとなってい

ます。管理システムへのデータ取り込みを当室において毎月行っているため、各都道

府県におかれては、各自治体における事業所指定の事務担当者と連携のうえ、毎月、

ケアマネシステムへのデータ取り込みを行うための作業を適切に行っていただくよう

お願いします。 

なお、事業所から提出される届出書については、令和２年 12 月に押印廃止の取扱

いとしたことに伴い、管理システムの改修を行うことで事業者から電子申請を行える

よう整備することとしており、令和４年度末に稼働するよう準備を行っているところ

です。 

管理システム改修後の運用に関して、各自治体への作業依頼事項等を含めて、現在

精査中であり、随時情報提供していくので、円滑に稼働できるようご協力願います。 

   

（２）業務管理体制に関する確認検査について 

① 一般検査 

一般検査は、事業者が整備した業務管理体制について、定期的にその運用実態の

報告を求め、当該事業者の規模や組織形態等を勘案した上で有効に機能する仕組み

となっているか確認し、事業者の自主的な改善に向けて助言を行うものです。 

一般検査の実施方法については、事業者の業務管理体制の整備・運用状況を適切

に確認できる方法であれば、実地検査に限らず書面によることも差し支えなく、事

業所指導に付加した一体的実施や社会福祉法人に対する指導監査と併せて行うこと

も可能としています。 

なお、書面検査にあたっては、届出事項に関するチェック形式にとどまることな

く、事業者自らがプロセス・チェックを行い、業務管理態勢が円滑に機能している

か検証出来るような設問となるよう工夫してください。 

また、小規模事業者に対する一般検査については、指定事業所等に対する運営指

導の実施に併せて実施する等の効率的な実施方法により計画的に実施願います。 

各自治体においては、一般検査を実施した事業者に対して必要な改善を促すとと

もに、検査結果等を活用して集団指導等において業務管理体制の運用の参考となる
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ような情報を提供する等の取組みを積極的に検討願います。 

また、書面検査も介護保険法に基づく検査であることから、未届けとなっている

事業者に対しては督促を行い、督促に応じない場合は実地で検査を行うなどの対応

も検討願います。 

 ② 特別検査 

事業所の指定等取消処分相当事案が発生した場合には、当該事業所を運営する事

業者に対して特別検査を行うこととしています。実施にあたっては、連座制の適用

を判断するための役員等の不正行為への組織的関与の有無の確認にとどまらず、不

正行為を未然に防止できなかった業務管理体制の不備についても検証し、必要に応

じて改善勧告等の行政指導も検討願います。 

また、特別検査の実施の契機は、指定等取消処分に至った事案に限らず、効力停

止処分の事案や利用者の生命又は身体の安全に重大な危害を及ぼす事案等について

も積極的に行い、以後、介護サービスが適切に提供されるよう、業務管理体制の不

備について検証し、再発防止策の策定等の改善を求めてください。 

なお、役員等の組織的関与が認められた場合には、連座制の適用によって同一サ

ービス類型内の新規指定及び既存の他事業所の指定更新が行われないため、適用を

受けた事業所の利用者は別の事業者が運営する事業所に移らなければならないとい

った不利益が生じることになります。各自治体においては、こうした事案が生じな

いよう、様々な機会を通じて法令等を遵守した適正な事業運営の指導を徹底されま

すようお願いします。 

 

（３）業務管理体制監督権者と指定権者の連携 

   広域的に事業展開する事業者の場合、事業所の指定権者と業務管理体制の監督権者

が異なるため、事案に応じて厚生労働省、都道府県及び市町村が密接に連携を図る必

要があることから、円滑に指導監督業務を実施できるよう、関係機関の情報共有につ

いて十分ご配意願います。 

また、指定等取消処分相当事案をはじめ、効力停止処分の事案や利用者の生命又は

身体の安全に重大な危害を及ぼす事案等、特別検査を行う必要性が生じた事案が発生

した場合には、監督権者において、速やかに適切な権限行使を行うことが必要である
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ことから、「介護保険法第 115 条の 33 第３項に基づく厚生労働大臣に対する業務管理

体制に係る権限行使の要請及び同法第 197 条第２項に基づく業務管理体制確認検査実

施結果の報告について（依頼）」（令和３年２月 22 日付け老指発第 0222 第１号厚生労

働省老健局総務課介護保険指導室長通知）に基づき、指定権者から監督権者に対して

特別検査実施の要請及び情報提供を行い、監督権者において特別検査を行った場合に

ついては、その結果について要請元へ通知するとともに、併せて当室あて情報提供し

ていただくよう、お願いします。 
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３．国と自治体との情報共有及び指導監督体制の整備等について 

 

（１）事業所に対する処分を行う場合の情報提供等 

事業所の指定取消等の処分を行う際には、「介護保険法第 197 条第２項に基づく介

護保険施設等に対する介護保険法第５章の規定により行う行政処分に関する報告等に

ついて」（平成 28 年３月 30 日付け老指発 0330 第１号厚生労働省老健局総務課介護

保険指導室長通知）に基づき、聴聞や弁明の機会の付与の手続を行う前の段階で当室

へ必ず情報提供していただくよう引き続きお願いします。なお、当該情報提供が、聴

聞等の後に報告される事案も見受けられることから、報告時期に留意願います。 

また、一般市町村等が行う地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び総

合事業を実施する事業所に対する処分については、都道府県経由で情報提供していた

だくこととしているので、都道府県においては、遺漏のないよう管内市町村に周知願

います。 

さらに、地域密着型サービス事業所、総合事業を実施する事業所に対して、監査を

実施する場合は、同一の事業所を複数の市町村が指定している場合があるので、相互

に連携し同時に当該事業所に立入等を行うなど、その対応に留意願います。 

 

（２）自治体における指導監督体制の整備 

運営指導を１度も実施してない一般市町村があることや自治体の指導監督体制に

比して所管する事業所数が多い等の事情のため、事業所に対する十分な指導が行われ

ていないところも見受けられます。自治体においては、サービスの質の確保・向上を

図る観点から、適切な指導監督が実施できるよう、必要な人員の配置や介護保険制度

を熟知した担当者の配置はもとより、都道府県や近隣自治体と共同しての指導や指定

都道府県事務受託法人（介護保険法第 24 条の３第１項第１号）又は指定市町村事務受

託法人（同法第 24 条の２第１項第１号）を活用した指導の検討など、実施体制の整備

について引き続き対応をお願いします。 
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（３）その他 

令和４年度においても、当室において、改正を予定している介護保険施設等指導指

針、介護保険施設等監査指針及び実地指導マニュアルを踏まえ、都道府県、指定都市、

中核市のほか、一部の一般市町村に対する事務ヒアリング及び事業者に対する合同指

導等を実施する予定としていますので、ご承知おき願います。 

なお、自治体における指導監督の実施状況等については、改正を予定している介護

保険施設等指導指針、介護保険施設等監査指針及び実地指導マニュアルを踏まえ、調

査項目等の見直しを行った上で、引き続き報告を依頼することとしているので、ご協

力願います。 
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（参考資料）
介護サービス事業所に対する指導・監査結果の状況及び

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出・

確認検査の状況
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指定取消処分等の状況 

 

（１）指定取消・効力の停止処分の件数（図１） 

平成 12 年度以降の指定取消・効力の停止処分は合計で 2,857 件となってい

る。 

なお、直近５年間の指定取消・効力の停止処分の件数については、平成 28年

度 244件、平成 29年度 257件、平成 30年度 153件、令和元年度 153件､令和

２年度 109件となっている。 

 

（２）法人種別ごとの状況（図２） 

  法人種別ごとの事業所数の違いを踏まえる必要があるが、令和２年度の指

定取消・効力の停止処分件数については、営利法人が最も多く、全体の件数の

約８割を占めている。 

 

（３）サービス種別ごとの状況（図３） 

令和２年度のサービス種別ごとの指定取消・効力の停止処分件数については、

指定訪問介護事業所（介護予防を含む）が 26 件、指定居宅介護支援事業所が

12 件、指定認知症対応型共同生活介護事業所が７件、指定地域密着型通所介

護事業所が６件、指定通所介護事業所、指定訪問看護事業所、指定短期入所生

活介護事業所がそれぞれに４件となっている。 

 

（４）指定取消・効力の停止処分の処分事由の状況（図４～８） 

処分事案に対して該当する処分事由の割合については、1件の処分事案に対

し複数の処分事由が該当する場合があることに留意する必要があるが、令和２

年度は、引き続き、指定取消処分及び効力の停止処分ともに「介護給付費の請

求に関して不正があった」が多くなっている。 

 

（５）業務管理体制の整備に関する特別検査の状況（図９） 

平成 21 年度以降、指定取消・効力の停止処分のあった事業所を運営する事

業者に対する特別検査については、厚生労働省及び自治体において合計 490件

実施している。 

なお、令和２年度単年度では 14 件実施しており、うち６件において改善勧

告を行っている。 
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（２）年度別の指定取消等の状況

第１表　都道府県別にみた年度別指定の効力の停止（一部・全部）件数（平成２１年度～令和２年度）

第２表　都道府県別にみた年度別指定取消件数（平成１２年度～令和２年度）

第３表　指定取消等の年度別にみた介護給付費の返還額の状況（平成１２年度～令和２年度）
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一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部 一部 全部

北海道 - - - - - - 3 - 3 1 13 2 5 12 10 - 2 1 5 - 5 2 3 - 67

青森県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 3

岩手県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

宮城県 - - 2 - 3 - 1 - - - 4 4 6 - 1 - - - 4 - - - 3 - 30

秋田県 - - - - - - - - 2 - 2 - 2 - - - - - - - - - - - 6

山形県 - - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 4

福島県 - - - - - - 2 4 - - 9 - - - 4 - 2 - - - 5 - - - 26

茨城県 2 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8

栃木県 - - - - 1 1 1 - 4 - 3 - - - - - 5 - 4 - - - - - 19

群馬県 - - - - - - 2 - 2 4 2 - - 6 2 - 4 4 2 4 - 6 - 1 39

埼玉県 - - - - - - - - 2 - - - 1 1 2 - - 3 3 - - 1 7 - 23

千葉県 2 - - - - - - 1 4 2 7 7 1 - - - 5 - 1 - - - - - 34

東京都 46 - 2 - 3 - 2 - 1 1 8 - 2 3 - - - - - - - - 2 - 73

神奈川県 - - - - 6 - - - 3 - 4 - 3 2 2 10 3 6 - 3 6 - - 1 52

新潟県 - - - - 7 - - - 3 - 2 - 3 - 2 - - - - - 5 - 3 - 25

富山県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

石川県 1 - 2 - 4 6 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 14

福井県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

山梨県 - - - - - - 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 6

長野県 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - 2

岐阜県 - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2 - - 7

静岡県 - - 1 - 10 4 - 2 10 - 3 2 2 - 1 4 - 3 1 1 1 1 - - 46

愛知県 - - - - 14 - - - 10 - 6 - 9 1 3 - 3 1 3 - 2 1 3 1 57

三重県 5 2 1 2 - - 1 1 7 2 1 - 1 - - 2 - - - - - - - - 28

滋賀県 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 4

京都府 - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 3 - - 2 - - - 8

大阪府 - - - - - 8 1 5 16 6 2 4 12 7 12 7 2 5 2 7 5 1 4 7 113

兵庫県 - - - - - - 4 - - 6 3 - 2 4 3 2 3 3 7 - 5 2 1 - 45

奈良県 - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - 3

和歌山県 - - - - - - 4 - - - - - 1 - 7 - 2 - - 2 - - - - 16

鳥取県 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

島根県 1 - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 - 6

岡山県 - 3 - - 1 - - 1 - 2 - 6 1 - - - - - - 2 - - 1 - 17

広島県 2 - - 1 - - 2 - - - 2 - 2 - 1 - 4 - 4 - 7 - - - 25

山口県 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 1 3 - 2 - - 1 - 11

徳島県 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 1 - - - 3

香川県 - - - - - - - - - 1 - 4 - - 2 4 8 6 3 1 1 - - - 30

愛媛県 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1

高知県 2 - 1 - - 6 - - - - - - - - 1 2 - - - 1 - - 4 - 17

福岡県 - - - - - - - 1 2 - 1 - 1 - - - 2 - - 4 - - - - 11

佐賀県 - - - - - - - - 6 - 7 - 1 - 3 - - - - - 1 - - - 18

長崎県 - - - - - 2 3 5 - - - 2 - 4 7 - 2 - - - - - - 1 30

熊本県 - 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 4 - 2 - 10

大分県 - 1 - - - 2 - 4 2 - - - - - - - - - - - - - - - 14

宮崎県 - - - - - - - - 4 - - - 5 - 1 - - - 2 - - - - - 12

鹿児島県 - - - - - - - - - - - - 2 - - 2 - - - - 3 - 3 - 11

沖縄県 - - - - 3 - - 1 - - 2 2 - 2 - - - - 1 - - - - - 12

61 8 11 4 57 29 28 29 83 26 83 35 66 42 68 35 50 38 47 27 59 16 38 11

第１表　都道府県別にみた年度別指定の効力の停止（一部・全部）件数（平成２１年度～令和２年度）

平成
27年度

15 86 57 109 118

合計

合　計 986
69

都道府県名

平成
29年度

88

注：各都道府県の数値には、指定都市及び中核市分を含む。

平成
28年度

103

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

108

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

令和
２年度

49

平成
30年度

74

令和
元年度

75

40



北海道 - 3 11 7 4 16 3 2 8 - 4 5 2 2 - - 5 - 1 4 - 77

青森県 - - - 2 - - 1 - 1 - 2 1 - - 4 11 4 - - 3 - 29

岩手県 - - - - 2 1 1 2 - - - - 2 - - - 2 - - - - 10

宮城県 - - 2 - 8 1 - 2 6 3 - 2 - 2 1 - 1 3 - - 1 32

秋田県 - - - - - - - - - - - - 2 - 3 - - - - - 3 8

山形県 - - - - 2 1 - - - - - - 2 - - 1 - 3 - - - 9

福島県 1 - - - 6 2 - 7 2 1 - - - 4 - 2 - 2 - 4 3 34

茨城県 - - - 3 - 2 - 11 1 3 - 2 2 5 - - - - - - - 29

栃木県 1 - 3 4 2 1 - 1 7 - - - - 1 - 4 - - - - - 24

群馬県 - 1 4 3 2 - 2 1 4 2 - - - 3 6 5 3 11 1 2 4 54

埼玉県 - 6 2 - - - 4 - 6 5 1 - - 2 - 1 4 13 4 2 - 50

千葉県 - - 1 - 6 - 2 4 10 - - - 2 3 13 2 - - 1 - 2 46

東京都 - 3 4 3 5 4 24 19 15 6 10 6 - - - - 5 - 5 8 - 117

神奈川県 - - 1 - 1 3 2 - 2 3 3 - - 12 4 10 10 14 1 - - 66

新潟県 - 3 - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - 2 2 4 14

富山県 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

石川県 - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - 1 - 9

福井県 - - - - 2 10 - 2 - - - - - - - 3 - - - 2 - 19

山梨県 - - - - - - - - - - - 5 - - - - - 2 - 1 - 8

長野県 - - - 4 - - - 4 - - - 3 1 - 2 1 - - - - - 15

岐阜県 - - 3 3 3 - - - - - 2 2 - - 4 - - - - - - 17

静岡県 - - 3 - 1 2 2 1 - 4 8 12 4 4 1 - 4 7 - - - 53

愛知県 - - 3 1 2 3 - 5 - - - - - - 5 5 14 8 2 2 3 53

三重県 - 4 - 1 - - - - 7 2 7 - 1 3 - - - - - - - 25

滋賀県 - - 1 3 7 2 2 1 - - - 1 - - 10 - - - - 4 - 31

京都府 - 3 30 12 1 10 3 - - - - - - - 8 6 2 - - - - 75

大阪府 1 2 10 5 9 2 3 6 2 12 19 - 5 12 7 25 34 48 16 11 14 243

兵庫県 - 1 2 - 1 1 6 9 4 2 8 2 - 4 10 9 1 5 13 3 6 87

奈良県 - - 2 1 - - 3 - - 3 2 - - - - 2 4 3 - 4 - 24

和歌山県 1 - - 3 - - - - - 5 3 3 9 - - - 3 4 3 3 3 40

鳥取県 - - - - - - - - - - - 2 - - - 6 5 3 - - - 16

島根県 - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - 2 2 1 - - 8

岡山県 - - - - - 2 - 8 9 6 1 2 2 2 - - - 3 - - - 35

広島県 - - - 6 - - 1 - 1 1 5 2 8 12 2 5 9 10 - 5 4 71

山口県 - - 2 - - - - - - - - 1 - 3 2 3 - - - - - 11

徳島県 - - - 1 1 1 - - - - 13 5 9 9 2 2 3 - 5 8 3 62

香川県 - - 2 2 - 8 - - - - - - - 2 - - - - - - - 14

愛媛県 - - - - 2 2 - 1 2 8 - 2 2 3 - 2 - - - - - 24

高知県 - - - - - 2 1 5 10 - - 2 2 - - - - 12 - - - 34

福岡県 - - - 20 3 8 7 - 2 3 1 - - 2 - 4 7 13 14 2 5 91

佐賀県 - - - 1 - 2 - 3 3 - - - - 5 2 - 2 - - - - 18

長崎県 - 3 - 1 - 1 - - - - 3 2 3 9 - 6 7 - - - - 35

熊本県 1 - 1 1 1 4 - 3 - 2 8 10 5 - - - 4 - 7 2 - 49

大分県 - - - - 5 - - - 6 3 2 - - 1 6 2 - - 1 - 5 31

宮崎県 2 - 1 3 2 2 3 - 3 - - - - 2 - 2 5 - - 1 - 26

鹿児島県 - - - 13 2 2 3 - 5 - - - - - - - - 3 2 4 - 34

沖縄県 - - - 2 1 1 - - - 8 - - - - - - - - - - - 12

合　計 7 29 90 105 81 96 73 97 116 82 103 80 63 109 94 119 141 169 79 78 60 1,871

平成
12年度

注：１）聴聞通知後に廃止届が提出された事業所数を含む。
注：２）各都道府県の数値には、指定都市及び中核市分を含む。
注：３）平成27年度以降の件数には、介護予防・日常生活支援総合事業における指定の事業所を含む。

第２表　都道府県別にみた年度別指定取消件数（平成１２年度～令和２年度）

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

合計
平成

27年度
平成

20年度
平成

21年度
平成

22年度
平成

23年度
都道府県名

平成
13年度

平成
28年度

令和
元年度

令和
２年度

平成
30年度

平成
29年度

平成
14年度

平成
16年度

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
15年度
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第３表　指定取消等の年次別にみた介護給付費の返還額の状況
（令和２年度末時点）

 返還請求額  返還済額  不納欠損額  未済額

平成12年度 7                    1                    2                    2                    0 0

平成13年度 29                  18                  130                 57                   10                   63                   

平成14年度 90                  69                  1,805              708                 574                 523                 

平成15年度 105                 103                 1,022              345                 434                 244                 

平成16年度 81                  65                  627                 302                 164                 160                 

平成17年度 96                  131                 2,107              1,425              276                 405                 

平成18年度 79                  66                  606                 57                   143                 406                 

平成19年度 105                 107                 879                 716                 37                   126                 

平成20年度 137                 90                  833                 343                 406                 84                   

平成21年度 151                 90                  353                 179                 117                 57                   

平成22年度 118                 73                  1,213              418                 768                 26                   

平成23年度 166                 214                 4,315              2,638              215                 1,462              

平成24年度 120                 73                  253                 145                 27                   81                   

平成25年度 218                 185                 1,046              440                 377                 230                 

平成26年度 212                 140                 679                 544                 79                   56                   

平成27年度 227                 187                 510                 304                 163                 43                   

平成28年度 244                 207                 902                 505                 99                   299                 

平成29年度 257                 219                 1,059              757                 209                 93                   

平成30年度 153                 198                 1,014              401                 249                 364                 

令和元年度 153                 203                 1,137              451                 0 686                 

令和２年度 109                 98                  691                 497                 7                    186                 

合計 2,857              2,537              21,182             11,234             4,355              5,593              

 指定取消等年次
 指定取消等

事業所数
 返還対象

延事業所数

 返還額の状況（単位：百万円）

 注：１）指定取消等事業所数は、指定取消（聴聞通知後に廃止届が提出された事業所を含む）、指定の効力の一部又は
　　　　全部停止を行った数である。
 　　２）１つの介護サービス事業者に対する処分に伴い､複数の市区町村で返還金が生じる場合があるため､指定取消等
　　　　事業所数より返還対象延事業所数が多いことがある｡
 　　３）返還請求額には、加算金の額を含む。
 　　４）未済額には、分割納付等による返還予定の額を含む。

１） ２）

３） ４）
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